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第１ はじめに

１ 検討の経緯

高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度（以下「高

度人材ポイント制」という ）については，法務省において制度開始後１。

年をめどに実施状況を分析し，その結果を踏まえ，関係省庁，経済界・労

働界を交えて制度の見直し及び在留期間の更新の取扱いについて検討する

とされていたところである。

， ，一方で 我が国の一層の経済成長を図るための政府における議論の中で

高度人材ポイント制の見直しの検討を速やかに行うことが求められている

ことから，本年４月２３日，出入国管理政策懇談会の下に外国人受入れ制

（ 「 」 。） ， 。度検討分科会 以下 分科会 という を設け 集中的な議論を行った

２ 報告書作成の経緯等

分科会は，本年４月２３日に設けられ，同日から５月１０日までの間に

３回開催された。その中で，高度人材ポイント制について，法務省からそ

の概要や制度の実施状況について説明を受けるとともに，有識者及び関係

省庁からヒアリングを行い，制度に対する関係者の評価や要望，制度の課

題等に関する理解を深めつつ，その見直しの方向性について広く意見を交

わした。

分科会においては，見直し積極，見直し慎重のいずれの立場からも活発

な意見交換が行われ，それらの意見を踏まえた上で，高度人材ポイント制

の見直しの方向性について，本報告書をとりまとめた。

今後，分科会からの報告を受けて行われる出入国管理政策懇談会での議

論も踏まえ，報告書で示した見直しの方向性に沿う形で，高度人材ポイン

ト制の見直しが着実に行われることを期待したい。

第２ 高度人材ポイント制の概要及び運用状況等

１ 制度導入の経緯

平成２０年７月，高度人材の受入れ推進に資する必要な施策の検討を目

的として，内閣官房長官の下に「高度人材受入推進会議」が参集され，平

成２１年５月，同会議において了承された「外国高度人材受入政策の本格

的展開を （高度人材受入推進会議報告書）において 「ポイント制導入」」 ，

による「高度人材優遇制度（仮称）の創設」が提言された。

， 「 」また 平成２２年３月に法務大臣が定めた 第４次出入国管理基本計画

においても，高度人材の受入れを促進するための措置として，ポイント制

を活用した高度人材に出入国管理上の優遇措置を講ずる制度の導入を検討
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していくことが盛り込まれた。

こうした状況を受けて，関係省庁間での検討が進められ，高度人材ポイ

ント制を実施するための法務省告示が平成２４年３月に制定され，同年５

月７日に施行された。

２ 制度の概要

高度人材ポイント制は，現行の外国人受入れの範囲内で，高度人材外国

人の受入れを促進するために，当該外国人が行う活動内容を「高度学術研

究活動 「高度専門・技術活動 「高度経営・管理活動」の３つの類型に」， 」，

分類した上で，それぞれの特性に応じて 「学歴 「職歴 「年収」等の， 」， 」，

， ，評価項目毎にポイントを設け ポイントの合計が一定点数に達した場合に

出入国管理上の優遇措置を講じるものである。

ポイントの計算方法及び優遇措置の内容等の制度の詳細は，別添資料１

（「 」）高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度について

のとおりである。

３ 制度の実施状況

（１）高度人材認定を受けた外国人に関する統計分析

高度人材ポイント制の開始から１１か月間に，全国の地方入国管理官

署において，高度人材ポイント制を適用して入国・在留のための許可

処分等が行われた外国人に関し，統計分析を行った（別添資料２「高

度人材ポイント制の導入後１１か月間の実施状況に係る統計分析」参

照 。）

○ 平成２５年４月６日時点において，高度人材外国人として認定を

受けた者の数は４３４人で，平均年齢は３４．５歳

○ 活動分野別では，高度専門・技術分野が３４５人（７９．５％ ，）

高度学術研究分野が６５人（１５．０％ ，高度経営・管理分野が２）

４人（５．５％）となっている。

○ 国籍・地域別では，中国が２４６人（５６．７％）で最も多く，

続いて米国が３２人（７．４％ ，インドが１９人（４．４％）と続）

く。

○ 高度人材外国人の年間報酬額については，１，０００万円以上が

１４２人（３２．７％）で最も高い割合を占めている。また，全体の

平均年間報酬額は１，１６０万円であり，このうち，最も高い年間報

酬額は６，７８０万円，最も低い年間報酬額は３５４万円
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（２）高度人材認定を受けなかった案件の分析

高度人材ポイント制の開始から平成２５年３月末までに，高度人材認

定を受けるための在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可

申請を行ったにもかかわらず，当該認定を受けることができなかった

案件は，２４件（在留資格認定証明書交付申請について６件，在留資

格変更許可申請について１８件）となっている（別添資料３「高度人

材認定を受けなかった案件の概要 。」）

なお，公開されているポイント計算表によって合否の可能性を自ら試

算できるため，自己採点によって申請を断念した潜在層が別途存在し

得る。

第３ 分科会における議論及び見直しの方向性

１ 分科会における主な意見

分科会において，委員及びヒアリングを行った有識者から出された意

見の概要は，次のとおりである。

（１）総論

【高度人材ポイント制度の評価】

（見直し積極）

○ 高度人材ポイント制は企業における高度人材外国人の定着の取組み

を後押しするものとして期待されるものであり，より多くの外国人が

活用し得る魅力ある措置として充実させるため，要件や優遇措置の見

直しについて検討すべきではないか。

○ 高度人材ポイント制については，どれだけ高度人材外国人を海外か

ら受け入れたかという点だけでなく，どれだけ国内に定着させること

に寄与しているかという点も重視すべきであり，国内での高度人材外

国人への変更実績は，後者の観点からも評価すべきではないか。

（見直し慎重）

○ 高度人材ポイント制は，どれだけの数を受け入れたのかでなく，日

本に在留する高度人材外国人がどれだけのイノベーションや雇用の創

出をもたらしたかという観点で評価されるべきではないか。

【高度人材の定義】

○ 受入れを促進すべき高度人材外国人のイメージを明確にする必要が

あるところ，高度人材受入推進会議報告書における「高度人材」の定

義によるべきではないか。

【優遇措置のあり方】

（見直し積極）
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○ 高度人材外国人の受入れ及び定着の促進のためには，社会保障，子供

の教育，医療等の改善も含めてパッケージで対応することが必要であ

るが，それと併せて，受入れ環境の整備を後押しする制度として高度

人材ポイント制における出入国管理上の優遇措置も見直しを行うこと

が重要ではないか。

（見直し慎重）

○ 出入国管理上の優遇措置のみによる高度人材外国人の受入れ促進に

は限界があり，職場環境や生活環境など，日本が高度人材外国人の入

国先，定住先として選ばれない要因を分析し，必要な対策をとる必要

があるのではないか。

○ 出入国管理上の優遇措置の拡充を検討する場合には，高度人材外国人

としての認定要件をどの程度緩和するのかとセットで議論し，両者の

バランスを考慮する必要があるのではないか。

【高度人材ポイント制の周知】

○ 高度人材ポイント制の主たる目的は，高度人材外国人を海外から呼び

寄せるというものであるから，海外での周知広報をさらに強化すべきで

はないか。

（２）各論

ア 認定要件に関する意見

【年収要件】

（見直し積極）

○ ポイント計算において，年収の比重が高いのではないか。特に高

度学術研究活動については，年収が少なくても優秀な人材はいるので

はないか。ポイント制を採用している諸外国の配点を参考にしてはど

うか。

○ 中小企業は，海外進出に当たり，地元の大学に来ている外国人留学

生の採用に関心をもっているが，そのような人材も中小企業が支払え

る年収だと高度人材外国人として認定されない。年収基準の緩和やボ

ーナスポイントの見直しにより中小企業でも活用できるような制度設

計にしてほしい。

（見直し積極／慎重）

○ 高度学術研究活動については，一般に年収が比較的低いという実

態も踏まえ，ポイント計算において年収に重きを置く必要はなく，研

究実績や雇用形態（専任か否か）等の他の指標を重視すべきである。

一方で，高度専門・技術活動については，年収要件を下げた場合にそ

れに代わるような客観的指標が想定できないのではないか。
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イ 優遇措置に関する意見

【永住許可要件としての在留歴の緩和】

（見直し積極）

○ 高度人材外国人に日本に定着してもらい経済成長に貢献してもら

， ，うというという観点から 永住許可に必要な在留歴を短縮することは

高度人材ポイント制の魅力を増すことにつながり有益ではないか。

○ 永住許可により活動制限がなくなったとしても，もともと高度人

材外国人として認定されたような外国人であれば，単純労働に従事し

続ける可能性は低いのではないか。

（見直し慎重）

○ 高度人材外国人を呼び込むためには，出入国管理上の優遇よりも

就労環境や生活環境等の改善が重要であり，国際的経済活動の中で日

本と外国の間を行き来する高度人材が増えてくるとすれば，永住許可

に必要な在留歴を短縮することにはあまり意味がないのではないか。

○ 永住許可は不可逆的な措置であり，活動内容に制限がなくなり単

， 。純労働が可能になるだけでなく 永住者は生活保護の対象となり得る

５年以内の離職率が高い状況も踏まえれば，永住許可要件の在留歴の

短縮については慎重な検討を行うべきではないか。

○ 高度人材外国人の認定要件を緩和していくのであれば，優遇措置

の拡充として永住許可要件を緩和することの影響を慎重に見極める必

要があるのではないか。

２ 見直しの必要性

高度人材ポイント制の導入を提言した前記高度人材受入推進会議報告

書では 「国家戦略」としての高度人材外国人の受入れ促進を官民一体で，

実行していく観点から，高度人材ポイント制の導入のみならず，民間で

の受入れ環境の整備を含めた多角的な提言がなされているが，その中で

も，高度人材ポイント制が先行的に実施されたものである。

高度人材ポイント制は，その運用開始後，約１年を経過したばかりで

あり，見直しを行うには時期尚早との見方もあるものの，現行制度の運

用において，社会通念上，高度人材外国人と認められて然るべき人材が

，認定されていない事案が存在すると指摘されていること等を踏まえれば

本制度の認定の仕組みを早急に見直す必要がある。

もっとも，高度人材ポイント制の優遇措置は，出入国管理行政の枠内

で実施可能なものにとどまるため，その受入れ促進効果には一定の限界

がある。しかし，そうした限界がある中でも，可能な見直しを行い，制



- 6 -

度をさらに効果的なものとしていくことが望まれる。

３ 見直しに関する留意点

① 高度人材ポイント制の見直しを検討するに当たっては，制度を見直す

ことによって受入れを促進すべき 高度人材 の定義が重要となる 高「 」 。「

度人材」の定義については，前記高度人材受入推進会議報告書により，

「国内の資本・労働とは補完関係にあり，代替することが出来ない良

質な人材」であり 「我が国の産業にイノベーションをもたらすととも，

に，日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を

促し，我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とさ

れている。分科会における議論は，この定義を前提として行われたも

のであり，今後，本報告を受けて行われる今回の具体的な見直し措置

の検討も，この定義に該当する外国人を念頭に置いて行われるべきで

ある。

② 現行の高度人材ポイント制も，上記のような「高度人材」の定義を前

提に制度設計されたものであり，今回の見直しは，あくまでこの「高

度人材」の定義を維持して行われるものであるから，高度人材外国人

の認定数を増やすことを目的として，単純に認定基準を引き下げるこ

とにより，高度人材外国人に該当しない外国人にまで各種の優遇措置

を付与することになるような見直しは行うべきではない。

③ 本制度の運用により受入れが促進された外国人が，専門的・技術的分

野以外の就労活動に従事することにより，期待される成果が望めず，

そればかりか，我が国の労働市場に消極的な影響を与えたり，社会保

障制度の負担となるといった社会的弊害が発生する危険性が高まるよ

うな内容の見直しは，行うべきではない。

④ 一方で，高度人材外国人の受入れ促進については，我が国への投資や

それに伴う雇用の拡大に積極的な影響を及ぼすことが期待されている

ということにも留意して，認定要件の見直しを行って行くべきである。

⑤ また，産業イノベーションが，都市部の企業や大企業のみで生じるも

のではないことを踏まえると，より幅広い所属機関で高度人材外国人

が活躍できるような配慮も，見直しに反映させるべきである。

⑥ 本制度の見直しに当たっては，本制度の使い手である高度人材外国人

やその雇用主である企業等のニーズを反映するだけでなく，見直しが

高度人材外国人の我が国への定着を促進する観点から行われる場合に

は，日本社会においてこれらの外国人と共生することとなる国民の納

得や支持が得られるものである必要がある。
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⑦ 本制度については，潜在的利用者や企業等の関係者に十分周知されて

いないことが指摘されている。そこで，これら関係者の関心を引くこ

とができるような魅力的な制度改善を行った上で，効果的な広報戦略

を検討し，一層の周知を図る工夫を行うことが必要である。

４ 見直しの方向性

（１）認定における評価の見直しの方向性

ア 年収要件等に係る見直し

高度学術研究活動に従事する外国人は，大学等において研究等の活動

に従事するものであるところ，分科会では，このような外国人につい

ては一般的に所属機関から受け取る報酬額が少ないために年収に係る

評価項目での得点が難しいことが指摘された。また，学術研究活動に

従事する若手外国人の資質・能力は，その年収よりも研究実績等他の

要素によって評価すべきとの意見が出された。

こうした状況を踏まえ，高度学術研究活動に関し，研究実績に係る

ポイントを引き上げることにより年収要件以外の評価項目でのポイン

ト加算をしやすくすることを含め，年収要件等に係る見直しを行うべ

きである。

イ 報酬の範囲に係る見直し

高度専門・技術活動及び高度経営・管理活動について，海外の親会社

などの関係機関から高額の報酬を受け取っているにもかかわらず，本

邦の所属機関からの報酬が少ないために高度人材認定が受けられなか

った事例があることが報告されたところ，年収を高度人材の資質・能

力を評価する上での一つの指標とする趣旨からすれば，例えば海外の

親会社等から報酬が支給される場合に当該報酬を評価の対象から排除

しなければならない合理的理由はないと考えられる。

そこで，審査可能な範囲内で，このような海外の関係機関から受ける

報酬を年収要件の判断に反映させることができるようにするなど，年

収として認める報酬の範囲に係る見直しを行うべきである。

ウ ボーナス・ポイントに係る見直し

高度人材認定のための評価項目には，前記のような「高度人材」の定

義を踏まえ 「学歴 「職歴 「年収」及び「年齢」といった基本的な， 」， 」，

評価項目の他に 「研究実績」等外国人の資質・能力を示す指標が，い，

わゆるボーナス・ポイントとして設定されているところ，制度を運用

する中で指標として追加すべきものが明らかとなる等の事情があれば，

ボーナス・ポイントの追加等の見直しを行うことが適当である。
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そこで，例えば，ＭＢＡ等一定の資格取得事実を高度経営・管理活動

のボーナス・ポイント項目として追加する等の見直しを行うべきであ

る。

（２）優遇措置の見直しの方向性

ア 「在留歴に係る永住許可要件の緩和」の見直し

， ，高度人材ポイント制は 出入国管理上の優遇措置を講じることにより

高度人材外国人が来日し，あるいは在留中の高度人材外国人が我が国

に定着していくことを促進する制度であり，同制度を一層効果的に運

用していくためには，優遇措置を高度人材外国人にとってより魅力的

なものとすることが肝要である。

また，高度人材外国人を受け入れる目的は，前記高度人材受入推進会

議報告書にあるとおり，企業や大学等研究機関におけるイノベーショ

ンを通じ，高付加価値の製品・サービスを作り出し，経済成長や雇用

創出を図っていくことであり，こうした成果を着実に挙げるとの観点

からは，海外から受け入れた高度人材外国人が安定的に我が国で活動

できる環境整備が必要である。

したがって，優遇措置のうち 「在留歴に係る永住許可要件の緩和」，

については，我が国として高度人材外国人を受け入れ，その定着を図

るという意思を強く表明する見直しを行うべきである。また，現行制

度の下では，一般の永住許可を付与され「永住者」の在留資格となっ

た場合に優遇措置を継続できないという制約があるため，永住が認め

られた後も継続して優遇措置の適用を受けることができるような措置

を合わせて講じることが望ましい。

他方で，外国人が我が国での高度人材外国人としての活動が定着する

以前に「永住者」の在留資格を付与された場合には，活動の制限がな

くなり，高度人材外国人としての活動が行われなくなる懸念があり，

その場合，労働市場や社会保障制度へ影響が及ぶことも想定されるた

め，こうした弊害に対する懸念が大きいことも十分留意する必要があ

る。

そこで 「永住者」の在留資格とは別に，期限のない在留を認める措，

置を講じるなど，入国管理局において在留状況を的確に把握し問題が

あれば適切に対処できるようにして，前記のような弊害が生じないよ

うにすることを前提に，現行の高度人材ポイント制での優遇措置（概

ね５年）よりも早期に永住を認め，かつ，引き続き優遇措置を受ける

ことのできるようにする方向で見直しを行うべきである。

イ 「親の帯同」及び「高度人材に雇用される家事使用人の帯同」の見直
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し

永住許可制度の運用以外の優遇措置のうち，親又は家事使用人の帯

同は，魅力ある優遇措置として一定の成果を挙げていると考えられる

が，必ずしもその利用率が高くないのが実情である。優遇措置として

魅力があるにもかかわらず，これらの措置が利用されていない要因と

しては，親又は家事使用人の帯同要件となっている高度人材外国人の

年収が高額に設定されている等の制約があるためと考えられる。

そこで，見直しを行った場合に生じ得る弊害や制度の濫用を回避す

るための措置を講じることを前提とした上で，これらの優遇措置を一

層利用しやすいものとするため，優遇措置を受けるための要件の見直

しを行うべきである。

第４ 高度人材外国人受入れ推進のための国家戦略的検討の強化等

前記高度人材受入推進会議報告書は 「…我が国が持続的成長を遂げる，

ためには，外国高度人材の発想や能力・経験を活用しイノベーションを

引き起こすことが重要である 」とした上で 「政府は，外国高度人材の。 ，

受入推進を成長戦略の重要な一翼として位置付け，国民的コンセンサス

を得た上で中長期的観点から高度人材の受入れを進めていく必要があ

る 」としている。また，同報告書は，高度人材の受入れの促進について。

は 「国家戦略」として実行していく必要があり，そのためには「国民的，

コンセンサスを得た上で官民が一体となった取組を進める必要がある 」。

ことを指摘した上で 「政府においては，本報告書の提言を踏まえて，各，

省庁が協力して速やかにアクション・プログラムをとりまとめ，可能な

ものから速やかに実行に移していくべきである 」として，政府全体とし。

ての取組を強く求めるものとなっている。

同報告書が求める形で高度人材外国人の受入れを本格的に推進するた

めには，出入国管理上の優遇措置にとどまることなく，他の行政分野に

おける施策を含め，日本全体としての総合的な受入れ促進を図るべく，

国家戦略的な検討を強力に推し進める必要があることは明らかである。

また，そうした総合的な施策を実行していくために，政府全体として，

例えば 「高度人材受入促進基本法」の制定や 「高度人材受入促進基本， ，

計画」を策定するといったことも検討し得る。



・ 在留資格「特定活動」の一類型として整備
・ ポイント制における評価項目と配点は，告示で規定
・ 現在の在留資格に関する要件（在留資格該当性・上陸許可基準適合性）を満たす者の中から高度人材を認定する仕組みとする

高度人材（現行の外国人受入れの範囲内にある者で，高度な資質・能力を有すると認められるもの）の受入れを促進するため，高度人材に対しポイント制
を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度を平成２４年５月７日より導入。
高度人材の活動内容を高度学術研究活動，高度専門・技術活動，高度経営・管理活動の３つに分類し，それぞれの特性に応じて，「学歴」，「職歴」，「年
収」，などの項目ごとにポイントを設け，ポイントの合計が一定点数に達した場合に，出入国管理上の優遇措置を与えることにより，高度人材の我が国への
受入れ促進を図ることを目的とする。

※海外から入国する場合の手続の流れについては別紙１，ポイント計算表は別紙２

制度の概要・目的

我が国が積極的に受け入れるべき高度人材とは・・・
「国内の資本・労働とは補完関係にあり，代替することが出来ない良質な人材」であり，「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに「国内の資本・労働とは補完関係にあり，代替することが出来ない良質な人材」であり，「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに，日本人との切磋琢，日本人との切磋琢
磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し，我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し，我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」
（平成21年５月29日高度人材受入推進会議報告書）

①高度学術研究活動①高度学術研究活動……基礎研究や最先端技術の研究を行う研究者基礎研究や最先端技術の研究を行う研究者
②高度専門・技術活動②高度専門・技術活動……専門的な技術・知識等を活かして新たな市場の獲得や新たな製品・技術開発等を担う者専門的な技術・知識等を活かして新たな市場の獲得や新たな製品・技術開発等を担う者
③高度経営・管理活動③高度経営・管理活動……我が国企業のグローバルな事業展開等のため，豊富な実務経験等を活かして企業の経営・管理に従事する者我が国企業のグローバルな事業展開等のため，豊富な実務経験等を活かして企業の経営・管理に従事する者

「高度人材」のイメ ージ

法令上の位置付け

・ 複合的な在留活動の許容
・ 在留期間「５年」の付与
・ 在留歴に係る永住許可要件の緩和
・ 入国・在留手続の優先処理

優遇措置の内容

高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度
別添資料 １

・ 配偶者の就労
・ 親の帯同
・ 高度人材に雇用される家事使用人の帯同

※優遇措置の詳細については別紙３



高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度

不交付

高度人材としての在留資格認定証明書を取得するまでの手続きの流れ

現
行
の
就
労
資
格
に
係
る

在
留
資
格
認
定
証
明
書
交
付
申
請

在留資格該当
上陸許可基準適合

在留資格非該当
上陸許可基準不適合

在留資格認定

現行の就労資格を認定

ポイント計算希望

ポ
イ
ン
ト
計
算
希
望
な
し

高
度
人
材
が
行
う
３
つ
の
活
動
類
型
※

ポ
イ
ン
ト
高

高
度
人
材
と
し
て
認
定

該当

非該当

ポ
イ
ン
ト
低

※高度学術研究活動………本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究，研究の指導又は教育をする活動
高度専門・技術活動…本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動
高度経営・管理活動………本邦の公私の機関の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

別紙１

在留中の外国人については，在留資格変更手続により，高度人材の活動
類型への該当性及びポイントを審査し，高度人材と認められるか否かを判断

下
記
の
い
ず
れ
か
の
活
動
を
指
定
す
る
と
と
も
に
優
遇
措
置
の
対
象
と
す
る



ポイント計算表

高度学術研究分野

30学 歴

105年～

53年～

職 歴
（実務経験）

※ 従事しようとする研究，
研究の指導又は教育に
係る実務経験に限る

高度専門・技術分野

40

10
ボーナス①

70合格点

30
学 歴

20

20
15

5年～ 10

3年～

10

10

職務に関連する資格の保有

（1つにつき5点）

博士号（専門職に係る学位を除
く）取得者

15

職 歴

（実務経験）
※ 従事しようとする業
務に係る実務経験に限
る

年 収

※主たる受入機関
から受ける源泉徴
収前の報酬の年額

５
ボーナス②

本邦の高等教育機関において
学位を取得

ボーナス④

〔資格〕

20

ボーナス⑤

〔研究実績〕

日本国政府からイノベーション
を促進するための支援措置（別
に告示で定めるもの）を受けて
いる機関における就労

503000万円～

10ボ ー ナ ス ①

70合格点

学 歴 20

15
7年～

10

5年～

302000万円～

201500万円～
101000万円～

402500万円～

10代表取締役，代表執行役ポスト
での受入れ

取締役，執行役ポストでの受入
れ

5

職 歴

（実務経験）
※事業の経営又は管

理に係るものに限る

年 収

※主たる受入機関
から受ける源泉徴収
前の報酬の年額

ボ ー ナ ス ②

〔 地 位 〕

高度経営・管理分野

日本国政府からイノベーション
を促進するための支援措置（別
に告示で定めるもの）を受けて
いる機関における就労

年 齢

～39歳

10

15

3年～

20

７年～

～34歳

～29歳

5

10年～ 25
7年～ 15

10年～

5

ボ ー ナ ス ③

５

大学を卒業し又はこれと同等以
上の教育を受けた者（博士号又は
修士号取得者を除く）

10

10
大学を卒業し又はこれと同等以
上の教育を受けた者（博士号又
は修士号取得者を除く）

年収は左欄の区分に応じ，右欄に掲げる金額以上であること

70合格点

年 収

※主たる受入機関か
ら受ける源泉徴収前
の 報 酬 の 年 額

15
ボ ー ナ ス ②

〔 研 究 実 績 〕
詳細は別紙２－③参照

15

10ボ ー ナ ス ①

日本国政府からイノベーション
を促進するための支援措置（別
に告示で定めるもの）を受けて
いる機関における就労

１0～34歳

年 齢

～39歳 ５

～29歳

10

ボ ー ナ ス ③

10

年齢区分に応じ，ポイントが付
与される年収の下限を異なる
ものとする。詳細は別紙２－
②。

40

博士号（専門職に係る学位を除
く）取得者

修士号（専門職に係る博士を含
む）取得者

修士号（専門職に係る博士を含
む）取得者

博士号又は修士号取得者

日本語能力試験１級に合格し
ている者若しくはこれと同等以
上の能力があることを試験によ
り認められている者又は外国
の大学において日本語を専攻
して卒業した者

ボーナス③

10

本邦の高等教育機関において
学位を取得

日本語能力試験１級に合格し
ている者若しくはこれと同等以
上の能力があることを試験（注）
により認められている者又は外
国の大学において日本語を専
攻して卒業した者

５

ボ ー ナ ス ④

本邦の高等教育機関において
学位を取得

日本語能力試験１級に合格し
ている者若しくはこれと同等以
上の能力があることを試験によ
り認められている者又は外国
の大学において日本語を専攻
して卒業した者

10ボ ー ナ ス ④

別紙２－①

（注）例えば，ＢＪＴビジネス日本語能力テストにおける５５０点以上の得点

詳細は別紙２－③参照

〜

〜

600万円４０歳以上

500万円３５歳以上４０歳未満

440万円３０歳以上３５歳未満

340万円～３０歳未満

年収最低基準年齢区分

年齢区分に応じ，ポイントが付
与される年収の下限を異なる
ものとする。詳細は別紙２－
②。



---10400万円

--1515500万円

-202020600万円

-252525700万円

30303030800万円

35353535900万円

404040401,000万円

４０歳～～３９歳～３４歳～２９歳年収
年齢

高度学術研究分野及び高度専門・技術分野の年収ポイント

別紙２－②



研究実績に係るポイント評価

研 究 実 績

（ 1 5 点 ま で ）

特許の発明 １件～

入国前に公的機関からグラントを受けた研究に従事した実
績 3件～

上記の項目以外で，上記項目におけるものと同等の研究実
績があると申請人がアピールする場合（上記データベースで
確認できない雑誌への論文掲載，著名な賞の受賞歴等），
関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が個別に
ポイント付与の適否を判断。

研究論文の実績については，

我が国の国の機関において利用されている学術論文デー
タベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文
（申出人が責任著者であるものに限る。）が3本以上で15点
を付与。

別紙２－③

15

15

15

15



高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度における優遇措置

高度人材に対する優遇措置

○永住許可まで原則１０年以上の在留が必要
就労を目的とする在留資格を有する者が永住許可を受けるためには原則と
して引き続き１０年以上我が国に在留していることが必要。

○配偶者の就労は原則不可
就労資格を有する外国人の配偶者（在留資格「家族滞在」）については，原
則として就労はできないが，入国管理局で資格外活動許可を受ければ就労が
可能。ただし，包括的に許可する就労時間の上限は週２８時間。

○在留歴に係る永住許可要件の緩和
高度人材としての活動を引き続き概ね５年行っている場合には，永住許可の対象とする。
※なお，高度人材としての活動を引き続き４年６月以上行っている場合には，永住許可申請を受理す
る旨案内する。

○高度人材の配偶者の就労
高度人材と同居する配偶者について，本邦の公私の機関との契約に基づいて就労を目的とする在
留資格（＝「教育」，「技術」，「人文知識・国際業務」等）に該当する活動について，これらの在留資格に
係る要件（学歴等）を満たさない場合でも週２８時間を超える就労を認める。
※日本人と同等以上の報酬を受けることを要件とし，許可に際しては就労先を特定する。
※現行の資格外活動許可と同様，入国後一定期間は就労を認めないとの措置は執らない。
※就労しない配偶者については，現在の「家族滞在」と同様の活動を認める。

制度導入前の取扱い（就労を目的とした在留資格）

○家事使用人の帯同は例外的に許可

現行制度においては，家事使用人の雇用主の在留資格が「投資・経営」又
は「法律・会計業務」の場合で，その地位が事業所若しくは事務所の長又はこ
れに準ずる地位にある場合，一定の要件（①人数制限（１人まで），②報酬要
件（月額１５万円以上），③家庭の事情（申請の時点において，１３歳未満の子
又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するこ
と））の下に家事使用人の帯同が認められている。

○家事使用人の帯同の許容（注2）
一定の条件（年収等）を満たす高度人材に雇用される家事使用人の帯同を認める。
①外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件
・高度人材の年収が１，５００万円以上あること
・帯同できる家事使用人は１名まで
・家事使用人に対して月額２０万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・帯同する家事使用人が本邦入国前に１年間以上当該高度人材に雇用されていた者であること。
・高度人材が本邦から出国する場合，共に出国することが予定されていること

② ①以外の家事使用人を雇用する場合
・高度人材の年収が１，５００万円以上あること
・帯同できる家事使用人は１名まで
・家事使用人に対して月額２０万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・家庭の事情（申請の時点において，１３歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事

することができない配偶者を有すること）が存在すること

○単一の在留資格の範囲内の活動に限定
許可された一つの在留資格の範囲内での活動しか認められていない。

※これらの優遇措置のほか，最長「５年」の在留期間の付与，入国・在留手続の優先処理についても実施。

○複合的な在留資格の許容

従来の就労可能な在留資格にそのまま当てはめるのではなく，高度な資質・能力等を活かした複数
の在留資格にまたがる活動や，併せて事業経営活動を行うことを許容。
（例）高度学術研究活動…本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究，研究の指導若しくは教育

をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する
活動

別紙３

○扶養を受ける親の帯同は原則不可
例外的に，在留資格「特定活動」のうち高度な研究活動に従事する者や情報
処理技術者については，我が国で同居し，かつその者の扶養を受ける親（配
偶者の親を含む）の帯同を認めている（扶養者とともに入国する必要があり，
呼び寄せは不可。）

○高度人材の親の帯同の許容（注1）
高度人材又はその配偶者の３歳未満の実子を養育する場合に限り，以下の条件を満たす高度人材
又はその配偶者の親（実親に限る）の帯同及び呼寄せを認める。
①高度人材の年収が１，０００万円以上であること
②高度人材と同居すること
③滞在期間は最長３年間とすること
④高度人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること

（注1）高度人材等の子の養育目的で在留している高度人材等の親は永住許可の対象としな
い。

（注2）厚労省が重要事項（労働条件，帰国担保措置等）を含むモデル雇用契約書を作成し，
法務省においてその使用を関係者に推奨する等の適正な運用を行う。
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平成２５年５月 

 法務省入国管理局 

 

高度人材ポイント制の導入後１１か月間の実施状況に係る統計分析 

 

・ 平成２５年４月６日時点において，高度人材外国人として認定を受けた者の数は４３４

人で，平均年齢は３４．５歳 

・ 活動分野別では，高度専門・技術分野が３４５人（７９．５％），高度学術研究分野が６

５人（１５．０％），高度経営・管理分野が２４人（５．５％）となっている。 

・ 国籍・地域別では，中国が２４６人（５６．７％）で最も多く，続いて米国が３２人（７．

４％），インドが１９人（４．４％）と続く。 

・ 年収については，１，０００万円以上が１４２人（３２．７％）で最も高い割合を占め

ている。 

 

高度人材外国人に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度（以下「高度人材ポイント

制」という。）は，平成２４年５月７日から実施されているところ，今般，制度開始後１１か月

間に全国の地方入国管理官署において，高度人材ポイント制の適用を受けて入国・在留のための

許可処分等を行った外国人について，次のとおり統計分析を行った（実施状況については別紙の

とおり。）。 

 

１ 調査方法等 

（１）調査対象期間 

平成２４年５月７日～平成２５年４月６日の１１か月間 

（２）調査対象者 

調査対象期間中に，高度人材ポイント制の適用を受けて，在留資格認定証明書の交付又

は在留資格変更許可を受けた高度人材外国人並びにその配偶者・子，親及び家事使用人 

（３）調査方法 

調査対象者に係る在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請に係る申請書

等の提出書類から，各項目に係る情報を抽出して集計・分析を実施（申請書の書式例等に

ついては別紙２（１４ページ以下）のとおり。） 

 

２ 調査対象期間中のポイント制適用対象者数 

（１）高度人材外国人としての認定を受けた者：４３４人 

（２）高度人材外国人の配偶者・子，親又は家事使用人としての認定を受けた者：３２２人 

（３）処分形態別 

・高度人材ポイント制の適用に係る在留資格認定証明書を受け新規入国した高度人材外国

人：１７人 

・高度人材ポイント制の適用による在留資格変更許可を受けた高度人材外国人：４１７人 

・高度人材外国人の配偶者・子，親又は家事使用人として在留資格認定証明書を受け新規

入国した外国人：６０人 

・高度人材外国人の配偶者・子，親又は家事使用人として在留資格変更許可を受けた外国

人：２６２人 

別添資料２



 

 2

 
別 紙 

高度人材ポイント制実施状況 

 

１ 高度人材外国人の活動分野，国籍・地域，最終学歴，年齢 

（１）活動分野別 

   高度人材外国人の活動分野別では，高度専門・技術分野が３４５人（７９．５％），

高度学術研究分野が６５人（１５．０％），高度経営・管理分野が２４人（５．５％）

となっている。 
 
〔図１ 高度人材外国人の活動分野別割合〕 
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（２）国籍・地域別 

高度人材外国人の国籍・地域別では，中国２４６人（５６．７％），米国３２人（７．

４％），インド１９人（４．４％）などとなっており，この３か国で６８．５％を占めて

いる（図２及び図３参照）。 
 
〔図２ 高度人材外国人の国籍・地域別人数上位１０カ国〕 
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〔図３ 高度人材外国人の国籍・地域別割合〕 
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    （３）最終学歴別 

高度人材外国人の最終学歴は，学士等９７人（２２．４％），修士１９８人（４５．

６％），博士１３１人（３０．２％）となっており，修士号以上の大学院修了者が高度

人材外国人全体の約８割を占めている（図４参照）。 
  

〔図４ 高度人材外国人の学歴別割合〕 
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また，日本の高等教育機関を卒業しているのは１９１人（４４．０％）である（図５参

照）。 
 
〔図５ 日本の高等教育機関を卒業している割合〕 
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（４）年齢別 

高度人材外国人の平均年齢は３４．５歳であり，年齢別の分布は３０～３４歳の年齢

層が１９４人と最も多く，次いで２５～２９歳が９０人，３５～３９歳が８３人となっ

ており，３４歳までの年齢層で全体の約７割を占めている（図６参照）。 
 

〔図６ 高度人材外国人の年齢別人数〕 
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２ 高度人材外国人の年間報酬額について 

（１）高度人材外国人全体 

高度人材外国人が所属機関から受ける年間報酬額については，１，０００万円以上が１

４２人（３２．７％）で最も高い割合を占めている。また，平均値が１，１１６万円，中

央値（対象を大きさの順に並べたときに全体の中央に位置づけられる値。対象が偶数のと
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きは中央の２つの値の平均値。以下同じ。）が７５９万円である（年齢別年間報酬額の分

布は図７，年間報酬額別の割合については図８参照）。 
なお，最も高い年間報酬額は６，７８０万円，最も低い年間報酬額は３５４万円である。 

 
〔図７ 年齢別年間報酬額分布〕 
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〔図８ 年間報酬額別割合〕 
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（２）高度学術研究活動の高度人材外国人の年間報酬額 

    高度学術研究活動の高度人材外国人６５人の年間報酬額については，平均値が６１３万

円，中央値が６６１万円である。また，最も高い年間報酬額は１，１００万円，最も低い

年間報酬額は３５４万円である。 
    高度学術研究活動を行う高度人材外国人の年間報酬額については，３０歳前半で年間報

酬額５００万円台が多いという特徴がみられる（図９及び図１０参照）。 
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〔図９ 「高度学術研究活動」の高度人材外国人の年間報酬額別年齢別人数〕 
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〔図１０ 「高度学術研究活動」の高度人材外国人の年間報酬額別割合〕 
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（３）高度専門・技術活動の高度人材外国人の年間報酬額 

    高度専門・技術活動を行う高度人材外国人３４５人の年間報酬額については，平均値が

１，０５４万円，中央値が７６０万円である。また，最も高い年間報酬額は６，７８０万

円，最も低い年間報酬額は３９０万円である。 
高度専門・技術活動を行う高度人材外国人の年間報酬額については，３０歳台以上で１，

０００万円以上の年間報酬額の者が多いという特徴がみられる（図１１及び図１２参照）。 
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〔図１１ 「高度専門・技術活動」の高度人材外国人の年間報酬額別年齢別人数〕 
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〔図１２ 「高度専門・技術活動」の高度人材外国人の年間報酬額別割合〕 
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（４）高度経営・管理活動の高度人材外国人の年間報酬額 

高度経営・管理活動を行う高度人材外国人２４人の年間報酬額については，平均値が３，

３６７万円，中央値が２，５００万円である。また，最も高い年間報酬額は５，９３０万円，

最も低い年間報酬額は１，６２０万円である。 
高度経営・管理活動を行う高度人材外国人については，他の２つの活動分野と比べ，年間

報酬額が高額であるという特徴がみられる（図１３及び図１４）。 
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〔図１３ 「高度経営・管理活動」の高度人材外国人の年間報酬額別人数〕 
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〔図１４ 「高度経営・管理活動」の高度人材外国人の年間報酬額別割合〕 
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３ 高度人材外国人が帯同した家族，家事使用人について 
高度人材外国人の扶養を受ける配偶者又は子として入国・在留を認められた者は２６８人で

あり，優遇措置の一つである高度人材外国人の就労する配偶者と認定された者は２人のみで

ある。 
高度人材外国人の親の帯同については，１４人の高度人材外国人が２２人の親を帯同してい

る。 
高度人材外国人の家事使用人として入国・在留が認められた者は３０人であり，家事使用人

に関する優遇措置の利用率は７％である。 
高度人材外国人が帯同した家族（配偶者，子，親）又は家事使用人を国籍・地域別に見ると，

帯同された家族（配偶者，子，親）の国籍・地域については中国が最も多くなっている。そ

のうち，親については，２２人のうち中国が１４人，インドが４人，台湾が２人と続く。 
家事使用人については，３０人のうちフィリピンが２４人で最も多くなっている（図１５参

照）。 
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〔図１５ 高度人材外国人が帯同した配偶者・子，親，家事使用人の国籍・地域別人数〕 
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さらに年齢別人数をみると，高度人材外国人に扶養を受ける子については１０歳までの人

数が子全体の約８割となっている。高度人材外国人の親については，６０歳以下が１３人，

６１歳以上が９人となっている。家事使用人は２３歳から５９歳までとなっている（図１６

参照）。 
 
〔図１６ 高度人材外国人が帯同した配偶者・子，親，家事使用人の年齢別人数〕 
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４ ボーナスポイントの利用状況について 

ボーナスポイントの利用状況については，日本語能力が２２３件，日本の高等教育機関卒業

が１９１件，研究実績が１００件，国家資格が６１件，イノベーション促進支援措置を受けて

いる所属機関での就労が３３件，所属機関における職務上の地位による加算が９件であった

（図１７参照）。 
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〔図１７ 活動分野別ボーナスポイント利用状況〕 
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 ５ 高度人材外国人の所属機関の事業内容について 

（１）高度専門・技術活動を行う高度人材外国人の所属機関の事業内容 

高度専門・技術活動を行う高度人材外国人の所属機関の事業内容をみると，コンピュー

タ関連サービスが２６．８％，製造業が２６．８％となっており，金融保険業が１８．８％

でこれらに続いている（図１８参照）。 
 
〔図１８ 高度専門・技術活動を行う高度人材外国人の所属機関の事業内容〕 
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（２）高度経営・管理活動を行う高度人材外国人の所属機関の事業内容 

高度経営・管理活動を行う高度人材外国人の所属機関の事業内容をみると，金融保険業

が５０．０％，製造業が２９．２％となっている（図１９，２０参照）。 
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〔図１９ 高度経営・管理活動を行う高度人材外国人の所属機関の事業内容〕 
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〔図２０ 事業内容別活動分野別人数〕 
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６ 高度人材外国人の所属機関の企業規模 

（１）高度専門・技術活動を行う高度外国人材の所属機関の規模 

  高度専門・技術活動を行う高度人材外国人の所属機関の企業規模を資本金でみると，１

０億円以上が５２．７％，３億円以下が３７．８％となっている（図２１参照）。 
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〔図２１ 高度専門・技術活動を行う高度人材外国人の所属機関の企業規模（資本金）〕 

 

1億円以下
11.2%

5,000万円以下
9.7%

10億円以下
3.0%

3億円以下
4.8%

10億円以上
52.7%

1,000万円以下
12.1%

5億円以下
6.4%

10億円以上

10億円以下

5億円以下

3億円以下

1億円以下

5,000万円以下

1,000万円以下

 
  

    従業員数でみると，１，０００人以上が３９．０％，５０人以下は１８．６％となって

いる（図２２参照）。 
 

〔図２２ 高度専門・技術活動を行う高度人材外国人の所属機関の企業規模（従業員数）〕 
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（２）高度経営・管理活動を行う高度人材外国人の所属機関の企業規模 

高度経営・管理活動を行う高度人材外国人の所属機関の企業規模を資本金でみると，１

０億円以上が６２．５％，３億円以下が１６．８％となっている（図２３参照）。 
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〔図２３ 高度経営・管理活動を行う高度人材外国人の所属機関の企業規模（資本金）〕 
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従業員数でみると，１，０００人以上が５０．０％，５０人以下は１６．７％となっ

ている（図２４参照）。 
 
〔図２４ 高度経営・管理活動を行う高度人材外国人の所属機関の企業規模（従業員数）〕 
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（以上） 
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別紙２ 

 

参考資料：本件に係る集計に用いた申請書等の書式例 

 

○ 在留資格認定証明書交付申請書の例・・・P１５ 

 

○ 在留資格変更許可申請書の例   ・・・P１９ 

 

○ ポイント計算表の例       ・・・P２３ 
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項
番

カテゴリー
ポイント合計
（最低年収基
準適用なし）

特別加算 不交付理由 結果

1 高度専門・技術 40点 修士 20点 ７～１０年（証券業） 15点
２０００万円以上
（本邦外機関から）

0点 ３０代後半 5点
○７０点未満
○最低年収基準（５００万円）不適合

「企業内転
勤」で交付

2 高度経営・管理 35点 学士 10点 １０年～（専門職） 25点
６０００万円以上
（本邦外機関から）

0点 ４０代 -
○７０点未満
○最低年収基準（６００万円）不適合

「企業内転
勤」で交付

3 高度専門・技術 0点 立証なし 0点 立証なし 0点 ２００万円台 0点 ４０代 0点
○７０点未満
○最低年収基準（６００万円）不適合

「企業内転
勤」で交付

4 高度専門・技術 45点 博士 30点 ５～７年（製品開発業） 10点
２０００万円以上
（本邦外機関から）

0点 ３０代後半 5点
○７０点未満
○最低年収基準（５００万円）不適合

「企業内転
勤」で交付

5 高度専門・技術 60点 博士 30点 ０年（製造業） 0点 ５００万円台 15点 ３０代前半 10点 本邦高等教育機関の学位（５点） ○７０点未満
「技術」で交

付

6 高度専門・技術 30点 学士 10点 10年～（資源産業） 20点
１０００万円台
（本邦外機関から）

0点 ４０代 0点
○７０点未満
○最低年収基準（６００万円）不適合

「企業内転
勤」で交付

高度人材認定を受けなかった案件の概要

（在留資格認定証明書交付申請）

学歴 職歴 年収 年齢

130186
テキストボックス
別添資料３



項
番

カテゴリー
ポイント合計
（最低年収基
準適用なし）

特別加算 不許可理由 結果

1 高度専門・技術 65点 博士 30点 １～３年（製造業） 0点 ２００万円台 0点 ３０代前半 10点
職務関連の国家資格×２（１０点）
本邦高等教育機関の学位（５点）
日本語能力（１０点）

○７０点未満
○年収最低基準(440万円)不適合

不許可（「技術」
で在留継続）

2 高度専門・技術 25点 学士 10点 立証なし 0点 ３００万円台 0点 ３０代前半 10点 本邦高等教育機関の学位（５点）
○７０点未満
○年収最低基準(440万円)不適合

不許可（「教育」
で在留継続）

3 高度学術研究 70点 博士 30点 ５～７年（大学等研究機関） 10点 ３００万円台 0点 ３０代後半 5点
イノベーション措置（１０点）
本邦高等教育機関の学位（５点）
日本語能力（１０点）

○年収最低基準(500万円)不適合
不許可（「教授」
で在留継続）

4 高度学術研究 90点 博士 30点
７～１０年（大学等研究機
関）

15点 ３００万円台 0点 ３０代後半 5点

論文３本以上（１５点）
イノベーション措置（１０点）
本邦高等教育機関の学位（５点）
日本語能力（１０点）

○年収最低基準(500万円)不適合
不許可（「教授」
で在留継続）

5 高度学術研究 40点 博士 30点
７～１０年（大学等研究機
関）

0点 １００万円以下 0点 ３０代後半 5点 本邦高等教育機関の学位（５点）
○７０点未満
○年収最低基準(５00万円)不適合

不許可（「教授」
で在留継続）

6 高度専門・技術 55点 修士 20点 ７～１０年（製造業） 15点 ４００万円台 0点 ３０代前半 10点 日本語能力（１０点）
○７０点未満
○年収最低基準(440万円)不適合

不許可（「技術」
で在留継続）

7 高度学術研究 55点 博士 30点 ７～１０年（国際機関） 15点 ４００万円台 0点 ３０代後半 5点 本邦高等教育機関の学位（５点）
○７０点未満
○年収最低基準(５０0万円)不適合

不許可（「研究」
で在留継続）

8 高度専門・技術 80点 博士 30点 ３～５年（製品開発業） 5点 ８００万円台 30点 ３０代前半 10点 本邦高等教育機関の学位（５点） ○その他
不許可（「人文・
国際」で在留継
続）

9 高度専門・技術 65点 学士 10点 ５～７年（シンクタンク） 10点 ５００万円台 15点 ２０代 15点
職務関連の国家資格（５点）
日本語能力（１０点）

○７０点未満
不許可（「技術」
で在留継続）

高度人材認定を受けなかった案件の概要

（在留資格変更許可申請）

学歴 職歴 年収 年齢



項
番

カテゴリー
ポイント合計
（最低年収基
準適用なし）

特別加算 不許可理由 結果

高度人材認定を受けなかった案件の概要

（在留資格変更許可申請）

学歴 職歴 年収 年齢

10 高度専門・技術 55点 修士 20点 ３～５年（IT関連） 5点 ３００万円台 0点 ２０代 15点
職務関連の国家資格（５点）
日本語能力（１０点）

○７０点未満
不許可（「技術」
で在留継続）

11 高度専門・技術 65点 博士 30点 ５～７年（製品開発業） 10点 ４００万円台 0点 ３０代前半 10点 論文３本以上（１５点） ○７０点未満
不許可（「技術」
で在留継続）

12 高度専門・技術 60点 0点 １０年～（IT関連） 20点 １０００万円台 40点 ４０代 ○７０点未満
不許可（「技術」
で在留継続）

13 高度専門・技術 65点 修士 20点 ３～５年（IT関連） 5点 ４００万円台 10点 ２０代 15点
職務関連の国家資格（５点）
日本語能力（１０点）

○７０点未満
不許可（「技術」
で在留継続）

14 高度専門・技術 60点 修士 20点 ３～５年（製造業） 5点 ４００万円台 10点 ２０代 15点 日本語能力（１０点） ○７０点未満
不許可（「技術」
で在留継続）

15 高度専門・技術 65点 修士 20点 ０年（製造業） 0点 ４００万円台 10点 ２０代 15点
職務関連の国家資格（５点）
本邦高等教育機関の学位（５点）
日本語能力（１０点）

○７０点未満
不許可（「技術」
で在留継続）

16 高度学術研究 55点 博士 30点 ５～７年（シンクタンク） 10点 ４００万円台＋α 0点 ４０代 0点
本邦高等教育機関の学位（５点）
日本語能力（１０点）

○７０点未満
不許可（「研究」
で在留継続）

17 高度専門・技術 60点 博士 30点 ５～７年（製造業） 10点 ５００万円台 0点 ３０代後半 5点 論文３本以上（１５点） ○７０点未満
不許可（「技術」
で在留継続）

18 高度専門・技術 80点 博士 30点 １０年～（製品開発業） 20点 ３００万円台 0点 ４０代 0点
論文３本以上（１５点）
イノベーション措置（１０点）
本邦高等教育機関の学位（５点）

○最低年収基準（６００万円）不適合
「教授」→「研
究」で在留資格
変更許可


	【セット】分科会報告書.pdf
	【セット】分科会報告書【別添資料1-3】



